
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

本 案件は 、競争 参加資格確認 のための証明書 等

（ 以 下 、「 証 明 書 等 」 と い う 。） の 提 出 、 入 札 を

電子 調達シ ステム （ＧＥＰＳ） で行う対象案件 で

す。

平成 29年 11月 １日

分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

東京第一営繕事務所長 中山 義章

１ 調達内容

(1) 品 目分類番号 26

(2) 調 達件名及び数量

新 宿 地 方 合 同 庁 舎 で使用 する電気（電子 調

達システム対象案件）

契約電力 57kW

予 定使用電力量 225,048kWh

(3) 調 達件名の特質仕様等 入札説明書による。



(4) 使 用期間

平成 30年 ４月１日から

平成 33年 ３月 31日 まで。

(5) 需 要場所

東 京 都 新 宿 区 百 人 町 ３ － 28－ ８ 新 宿 地

方合同庁舎

(6) 入 札 方 法 入 札書 に 記 載 す る 金 額 は 、 各社

にお いて設 定する 契約電力に対 する単価（基本 料

金単 価）及 び使用 電力量に対す る単価（電力量 料

金単 価）を 根拠と し、あらかじ め当局が別途提 示

する 月毎の 予定契 約電力及び予 定使用電力量に 基

づき 算出し た各月 の対価の使用 期間に対する総 額

を入札金額とすること。

な お、落 札決定 に当たっては 、入札書に記載 さ

れた金額をもって落札価格とするので、入札者は、

消費 税及び 地方消 費税に係る課 税事業者である か

免税 事業者 である かを問わず、 消費税及び地方 消

費税 に相当 する金 額を含めて見 積もった金額を 入

札書に記載すること。



原則 として 、当該入札の 執行において入 札

執 行回 数は ２回 を限 度とす る。 なお、 当該 入

札 回数 まで に落 札者 が決定 しな い場合 は、 原

則と して 予算決 算及び 会計 令第 99条 の ２ の 規

定に基づく随意契約には、移行しない。

(7) 電 子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用

1) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 参 加 を 希望

す る場 合は 、 電子 認 証（ Ｉ Ｃカ ード ）を 取

得 し て い る こ と 。 ま た 、 確 認 書 を ３ ( 1 )の

問 い 合 わ せ 先 に 事 前 に Ｆ Ａ Ｘ に て 提 出す る

こと。

2) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り が た い 場 合 は、

証 明書 等と と もに 紙 入札 方 式参 加願 を提 出

すること。

２ 競争参加資格

(1) 予 算 決 算 及 び 会 計令 第 70条 及 び第 71条 の 規

定に該当しない者であること。

(2) 平 成 28・ 29・ 30年 度 国 土 交通 省 競 争参 加 資

格（全省庁統一資格）「物品の製造」又は「物



品 の販 売」 で、 Ａ、 Ｂ、Ｃ 又は Ｄの等 級に 格

付 けさ れた 関東 ・甲 信越地 域の 競争参 加資 格

を 有 す る 者 で あ る こ と 。 な お 「競争参加者の

資格に関する公示」（平成 29年３月 31日付官報）

に 記 載 さ れ て い る 時 期 及 び 場所 で競争 参加 資

格の申請を受け付ける。

(3) 会 社 更 生 法 に 基づ き 更 生 手 続 開 始 の 申立て

が なさ れて いる 者又 は民事 再生 法に基 づき 再

生 手続 開始 の申 立て がなさ れて いる者 （競 争

参 加 資 格 に 関 す る 公 示 に 基 づ き ( 2 )の 競 争 参

加 資 格 を 継 続 す る 為 に 必 要 な手 続きを おこ な

った者は除く ｡)で ないこと。

(4) 証 明 書 等 の 提 出期 限 の 日 か ら 開 札 の 時まで

の 期間 に、 関東 地方 整備局 長か ら指名 停止 を

受けていないこと。

(5) 警 察 当 局 か ら 、暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経営を

支 配す る者 又は これ に準ず るも のとし て、 国

土 交通 省公 共事 業等 からの 排除 要請が あり 、

当該状態が継続している者でないこと。



( 6 ) 入 札 説 明 書 の 交付 を 直 接 受 け た 者 で あるこ

と。（３ (3)の 交 付 方 法に よ り直 接 入札 説明 書

を入手した者であること。 )

(7 ) 電 気 事 業 法 第 ２条 の ２ の 規 定 に 基 づ き小売

電気事業の登録を受けていること。

(8) 二 酸 化 炭 素 排 出係 数 、 未 利 用 エ ネ ル ギーの

活 用、 再生 可能 新エ ネルギ ーの 導入及 び需 要

家 への 省エ ネル ギー ・節電 に関 する情 報提 供

の 取組 並び に電 源構 成及び 二酸 化炭素 排出 係

数 の情 報の 開示 に関 し、入 札説 明書に 記載 す

る基準を満たすこと。

３ 証明書等及び入札書の提出場所等

( 1) 電 子 調 達 シ ス テ ム の Ｕ Ｒ Ｌ 、 証 明 書 等・入

札 書の 提出 場所 、契 約条項 を示 す場所 及び 問

い合わせ先

政府電子調達システム（ＧＥＰＳ）

https://www.geps.go.jp

〒 169-0073 東 京 都 新 宿 区 百 人 町 ３ － 28 － ８

新宿地方合同庁舎



国土交 通省関 東地方整備局 東京第一営繕事 務

所 総務課 専門官

TEL 03-3363-2694

( 2 ) 紙 入 札 方 式 に よる 証 明 書 等 ・ 入 札 書 の提出

場 所、 契約 条項 を示 す場所 及び 問い合 わせ 先

上記 (1)の 問い合わせ先に同じ。

(3) 入 札 説 明 書 の 交付 期 間 、 交 付 場 所 及 び交付

方法

1) 入 札 説 明 書 を 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り交

付す る。 交付 期 間は 平成 29年 11月 １ 日 か ら

平成 29年 12月 ８日までとする。

2) や む を 得 な い事 由 に よ り 、 上 記 交 付 方法

に よる 入手 が でき な い入 札 参加 希望 者に 対

し ては 、記 録 媒体 （ ＣＤ － Ｒ等 、Ｕ ＳＢ は

不 可 ） を 上 記 ( 1 )に 持 参 又 は 郵 送 す る こ と

に よ り 電 子 デ ータ を 交付 す る。 持参 によ る

場 合 は 、 上 記 ( 1 )に 記 録 媒 体 を 持 参 す る こ

と 。 郵 送 に よ る 場 合 は 、 上 記 ( 1 )に 記 録 媒

体 、 返 信 用 の 封 筒 （ 切 手 を 貼 付 ）、 入 札 参



加 希望 者の 連 絡先 が わか る もの を同 封す る

こと 。受 付期 間 は平 成 29年 11月 １ 日 か ら 平

成 29年 12月 ７ 日 ま で の 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び

休 日 等 （行 政 機関 の 休日 に 関す る法 律（ 昭

和 63年 法 律 第 91号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る行政機関の休日（以下「休日」という。)）

を除く毎日、９時 15分 から 18時 00分 まで (最

終日は 16時 まで )と する。

(4) 電 子 調 達 シ ス テム に よ る 証 明 書 等 の 提出期

限、紙入札による証明書等の提出期限

平成 29年 11月 20日 13時 00分

( 5 ) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ る 入 札 書 の 提 出 期

限、紙入札による入札書の提出期限

平成 29年 12月 ７日 16時 00分

(6) 開 札の日時及び場所

平成 29年 12月 ８日 10時 00分

国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 東 京 第 一営繕 事

務所 入札室

４ その他



( 1 ) 契 約 手 続 き に おい て 使 用 す る 言 語 及 び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入 札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入 札者に要求される事項

1) 電 子 調 達 シ ス テ ム に よ り 参 加 を 希 望 する

者 は 、 証 明 書 等 を 上 記 ３ ( 4)の 提 出 期 限 ま

で に 、 上 記 ３ ( 1)に 示 す Ｕ Ｒ Ｌ に 提 出 し な

ければならない。

2) 紙 入 札 方 式 によ り 参 加 を 希 望 す る 者 は、

必要な証明書等を３ (4)の 提出期限までに、

３ (2)に 示す場所に持参又は書留郵便等（書

留 郵便 及び 「 民間 事 業者 に よる 信書 の送 達

に関 する 法律 ｣(平 成 14年 法 律 第 99号 ） 第 ２

条 第 ６ 号 に 規 定 す る 一 般 信 書便 事業 者若 し

く は同 条第 ９ 項に 規 定す る 特定 信書 便事 業

者 の提 供す る 同条 第 ２項 に 規定 する 信書 便

の うち 、引 き 受け 及 び配 達 記録 をし た信 書

便 を い う ｡ )に よ り 提 出 し な け れ ば な ら な

い。



(4) 落 札対象

当 該 業 務 の 仕 様 に 関 す る 資 料は、契約担 当

官 等に おい て技 術審 査を行 い、 基本的 仕様 及

び 特質 等が 満た され 、使用 目的 に耐え 得る と

判 断し た当 該業 務の 仕様に 関す る資料 に係 る

入札書のみを落札対象とする。

(5) 入 札の無効

本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資格を有しない 者

の した 入札 、証 明書 等に虚 偽の 記載を した 者

の した 入札 、入 札に 関する 条件 に違反 した 入

札は 無効 とする ｡(入 札 説 明 書 、 関 東 地 方 整 備

局 競 争 契 約 入 札 心得 、一般 競争 入札（ 電子 調

達システム）に際しての注意事項参照）

(6) 契 約書の作成の要否 要。

(7) 落 札 者 の 決 定 方法 予 算 決 算 及 び 会 計 令第

79条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価格 の

制 限の 範囲 内で 、最 低価格 をも って有 効な 入

札を行った者を落札者とする。

(8) 手 続きにおける交渉の有無 無。



(9) 詳 細は入札説明書による。


